
回 覧  令和４年５月１日（三股町）代表☎：５２－１１１１ 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

          

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

          

◎読んだらすぐ隣へ回しましょう 

 

【分 類】 【№】 【内 容】 

〈募  集〉 1 ◆外国人
がいこくじん

のための日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

を開
かい

催
さい

します 

  ◆わくわく教室「笑いヨガ教室」の受講生を募集します 

〈お知らせ〉 2 ◆女性消防団員を募集します 

  ◆全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の 

全国一斉情報伝達試験（第１回）を実施します 

 3 ◆町営住宅の入居者を募集します【７月１日入居分】 

 5 ◆家庭用電動生ごみ処理機の購入費を一部補助します 

 6 ◆家庭用パソコンを宅配便で回収します 

  ◆高齢者運転免許証自主返納支援事業をご利用ください 

〈保健と福祉〉 

（一般） 

7 ◆人間ドック費用の一部を助成します 

〈相  談〉 8 ◆「こころの健康相談」を実施します 

  ◆「おもちゃ病院三股」を開設します 

  ◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 

 

 

 

 

マイナンバーカードで「コンビニ交付」！ 
 

【必要な物】マイナンバーカード、４ケタの暗証番号、現金 

【利用時間】午前６時３０分 ～ 午後１１時 

【証 明 書】住民票、印鑑証明書、税証明（所得・課税関連） 

戸籍（現在の本籍が三股町にある人のみ。 

町外の場合、その自治体におたずねください） 
 
 
 

★お問い合わせ 町民保健課 戸籍住民係 ☎５２-９６３０ 

 



No.1 

 

◆外国人
が い こ く じ ん

のための日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

を開
か い

催
さ い

します 

 

三股町
みまたちょう

では外国人
がいこくじん

のための日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

を開
かい

催
さい

します。 

日本語
に ほ ん ご

で一緒
いっしょ

におしゃべりしたり、先生
せんせい

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の人
ひと

と楽
たの

しみながら

日本語
に ほ ん ご

を勉強
べんきょう

しましょう。 
 

①オンライン
お ん ら い ん

「にほんごではなそう」 

まいしゅう テーマ
て ー ま

を きめて たのしく にほんごで おしゃべりします。 

日本人
にほん じん

、外国人
がいこくじん

 だれでも OK！ 

Ｚoomをつかいます。（Wi-Fi と スマホ
す ま ほ

 があれば OK！） 

きがるに さんか してください。 

毎週
まいしゅう

水曜日
すい よ うび

 午後
ご ご

８時
じ

から９時
じ

まで （０円
えん

 おかねは いりません。） 
 

＊サポーター
さ ぽ ー た ー

募集
ぼしゅう

！ 

「にほんごではなそう」は、三股町
みまたちょう

に住
す

む外国人
がいこくじん

が生活
せいかつ

で使
つか

う言葉
こ と ば

を学
まな

ぶ場
ば

 

です。日本人
に ほん じん

サポーター
さ ぽ ー た ー

と日本語
に ほ ん ご

でおしゃべりしながら学
まな

びをすすめます。 

サポーター
さ ぽ ー た ー

とは外
がい

国籍
こくせき

の人
ひと

が、生活
せいかつ

の中
なか

で自分
じ ぶ ん

の気
き

持
も

ちや希望
き ぼ う

を伝
つた

え、 

自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らせるように、日本語
に ほ ん ご

の学
まな

びをサポート
さ ぽ ー と

する人
ひと

のことです。 

資格
し か く

は要
い

りません。学生
がくせい

のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

も歓迎
かんげい

です！ 

②オンライン
お ん ら い ん

にほんご教室
きょうしつ

（初級
しょきゅう

・N4,N5レベル
れ べ る

） 

にほんごを べんきょうしたい人
ひと

のための初級
しょきゅう

クラス
く ら す

です。 

参加
さ ん か

できる人
ひと

：三股町
みまたちょう

にすんでいる、はたらいている外国人
がいこくじん

 

Ｚoomをつかいます（Wi-Fi と スマホ
す ま ほ

 があれば OK！） 

全
ぜん

8回
かい

 午後
ご ご

７時
じ

から８時
じ

まで  

（５月
がつ

１２日
にち

・１９日
にち

・２６日
にち

、６月
がつ

２日
にち

・９日
にち

・１６日
にち

・２３日
にち

・３０日
にち

） 

定員
ていいん

：１０人
にん

 （０円
えん

 おかねは いりません。テキスト
て き す と

を貸
か

します。） 

※①②の申
も う

し込
こ

みはメール
め ー る

でお願
ねが

いします → chikyujin.base@gmail.com  

※教室
きょうしつ

実施先
じ っ し さ き

 ： 地球人
ち き ゅ う じ ん

ＢＡＳＥ（ＣＨＩＫＹＵＪＩＮ ＢＡＳＥ） 
 

★お問
と

い合
あ

わせ、 町
ちょう

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

 教育課
きょういくか

 生涯
しょうがい

学 習 係
がくしゅうかかり

（ 町
ちょう

中央
ちゅうおう

公民
こうみん

館内
かんない

） 

☎：５２－９３１１（直通
ちょくつう

）、 ＦＡＸ： ５２－９７２４ にお願
ね が

いします。 

◆わくわく教室「笑いヨガ教室」の受講生を募集します 
 

町教育委員会では、「笑いヨガ教室」を次のとおり開催します。参加を希望する

人は、お申し込みください。 

 

■教 室 の内 容 ＝  

笑う門には福来たる！笑いとヨガを組み合わせた健康体操です。子どもも高

齢者も、最近笑ってないなと思う人も、一緒に笑うと気持ちが前向きになって毎

日が楽しくなりますよ。心も身体も健康になって、日常生活に笑いがあふれて

豊かに元気になります。お腹の底から大きな声で笑って、若々しく、元気に、キ

レイになりませんか。 

■講   師 ＝ 剣
つる

田
ぎだ

加
か

代
よ

子
こ

 先生 

■開 催 日 時 ＝ ６月１３日（月）～１１月１４日（月）までの第２・第４月曜日 

（※１０月１０日は除く） 

午後１時３０分～３時３０分（全１０回） 

■受 講 料 ＝ ２，５００円（講師代） 

               ※支払方法は開催決定はがきでお知らせします。 

■準備するもの ＝ タオル・水分 

■開 催 場 所 ＝ 町中央公民館 和室 

■募 集 人 員 ＝ １０人（募集対象：成人者） 

※申込多数の場合は、抽選となります。 

※申込人数が１０人未満の場合は、開催することができません。 

※募集人員のうち３分の２以上は本町在住とします。 

■申 込 期 限 ＝ ５月１９日（木） 

■申し込み方法 ＝ 

町中央公民館内の教育課・町役場総合案内窓口に備え付けの申込用紙に

必要事項を記入して、教育課生涯学習係（中央公民館内）に直接提出してくだ

さい。町公式サイトからも申し込みできます。電話での申し込みはできません。 

受付時間は平日の午前８時３０分から午後５時までです。 
 

※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、 

教室が中止などになる場合があります。 

★お申し込み・お問い合わせは、 

町教育委員会 教育課 生涯学習係（町中央公民館内） 

☎：５２－９３１１（直通）、ファクス：５２－９７２４ にお願いします。 

募 集 

申し込みは 

こちらから 
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◆女性消防団員を募集します 

 

町では現在、女性消防団員の募集を行っています。女性消防団員は、男性の

消防団員と活動が異なり火災発生時の消火活動は行いませんが、消防関係の式

典の支援や防火に関する広報活動などを通して消防団の活性化や地域防災力の

向上に取り組みます。 

興味がある人はぜひ、ご連絡ください。 

 

■定 員 ＝ １０名 

 

■入団できる人 ＝ 

町内に在住、または町内に勤務している１８歳以上の人 

 

■主な活動内容 ＝ 

○消防式典や行事への参加、支援活動 

○防火などに関する広報活動 

○災害時における避難所運営補助、後方支援活動 など 

 

■処遇について ＝ 

三股町消防団条例に関する条例に基づき報酬などを支給します。 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 

総務課 危機管理係（２階②番窓口）  

☎：５２－１１１０（直通） 

にお願いします。 

◆全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の 

全国一斉情報伝達試験（第１回）を実施します 

 

国が実施する全国瞬時警報システム【通称：J アラート】の全国一斉情報伝達訓

練（第 1回）に合わせて、本町でも情報伝達試験を実施します。 

町内各所に設置している防災行政無線のスピーカーから、次の日程で音声が

一斉に流れます。ご理解とご協力をお願いします。 

 

■日 時 ＝ ５月１８日（水）  午前１１時ごろ 

 

■試験方法 ＝ 防災行政無線（広報塔）を使用します。 

 

■放送内容 ＝ コールサイン（1回鳴らします）⇒ 

「これは、Ｊアラートのテストです。」（３回鳴らします）⇒ 

下りチャイム（１回鳴らします） 

 

 

※全国瞬時警報システム「Ｊアラート」は、国が人工衛星を使い、町の防災行政無

線を直接起動させて、緊急事態の情報をお知らせするシステムです。 

 

 

※災害発生や気象状況によっては、情報伝達試験を中止する場合があります。 

中止する場合は、防災行政用無線でお知らせします。 

 

 

 

★お問い合わせは、 

総務課 危機管理係（２階 ②番窓口） 

☎：５２－１１１０（直通）にお願いします。 

お知らせ 
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◆町営住宅の入居者を募集します【７月１日入居分】 

 

町営住宅の一部に空室がありますので、入居者の募集を行います。申込方法、

申込資格や選考方法などは、申込書類を配付するときに都市整備課窓口で説明

します。 

 

■申込資格 ＝ 

①現在、住宅に困っていることが明らかな人であること。 

※原則として、公営住宅に住んでいる人や持ち家がある人は、 

申し込みできません。 

 

②現在、同居している、または同居しようとする親族（婚約者を含む）があること。 

※婚約中の人は、申込日から３カ月以内に結婚（入籍）することが条件です。 

※離婚予定者（別居中・離婚調停中の人）は申し込みできません。 
 

※例外として、次の３項目のいずれかに当てはまる場合は、単身者でも申し

込むことができます。 

・６０歳以上の人 

・生活保護を受給している人 

・身体障害者手帳（１級～４級）などの交付を受けている人 

※単身者は、中原団地（1DK）、塚原団地（2K）のみ申し込みができます。 

 

③市町村民税など、全ての税の滞納がないこと。 

 

④世帯の所得月額が１５万８，０００円以下であること。 

（公営住宅入居資格収入基準） 

※裁量世帯（未就学児がいる世帯など）は、所得月額の上限が 

２１万４，０００円以下となる場合もあります。    

※基準額は月額です。 

 

⑤暴力団の構成員でないこと。 

 

⑥自治公民館組織に必ず加入し、団地での共同生活ができる人。 

 

■申込書類の配付・受け付け ＝ 

 

※申込書には添付する書類が多数あります。 

 

■抽選会 ＝ 

申込書類審査合格者のみ抽選会に参加できます。 

抽選日時 ・・・ ６月１７日（金） 午後３時から 

抽選会場 ・・・ 町役場４階 第２会議室 ※エレベーターをご利用ください。 

 

※ひとり親世帯、障がい者世帯などの優先世帯対象者で、一定の要件を満たす

人は当選倍率の優遇があります。 

 

■募集団地一覧 ＝ 

次のページ以降に掲載しています。 

※家賃は申込者の収入などで異なります。 

 

※随時募集実施中 

申し込み順に受け付けを行う随時募集も実施しています。また、今回の募集住

宅の中で、応募者がいない一部の住宅は、７月１日（金）から随時募集に切り替

えます。 

 

★お問い合わせは、 

都市整備課 建築係（２階 ③番窓口） 

☎：５２－９０６６（直通）にお願いします。 

 申込書類の配付 申込受け付け 

期 間 
５月１３日（金）～６月６日（月） 

（土曜・日曜を除く） 

６月２日(木）～６日(月） 

（土曜・日曜を除く） 

時 間 午前８時３０分～午後５時 

場 所 町役場 都市整備課 建築係（２階 ③番窓口） 
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■令和４年６月  定期募集団地一覧 

 

※RC：鉄筋コンクリート 

※〇＝あり  

×＝なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団地名
小学
校区

構 造
建築
年度

戸数 階数 部 屋 号 数 間取り
家 賃
（円）

共益費
エレ

ベーター
駐車場
使用料

下水道
使用料

シャワー
・ 網戸

備　考

稗田
RC造

3階建て
S51 1 2階 6 3K

 12,600～
　　18,800

○ × × ○ ×

中原
RC造

3階建て
Ｈ17 1 2階 B-38 ２DK

 20,200～
　　30,100

〇 〇 〇 〇 〇

塚原
RC造

3階建て
Ｈ23 1 1階 A-2 2K

 15,300～
　　22,800

〇 〇 〇 〇 〇 ※単身可

1 2階 A-20 2K
 16,200～
　　24,200

〇 〇 〇 〇 〇 ※単身可

1 3階 B-69 ２LDK
 21,400～
　　31,900

〇 〇 〇 〇 〇

三股

東原

三股西

RC造
3階建て

Ｈ30
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◆家庭用電動生ごみ処理機の購入費を一部補助します 
 

生ごみのリサイクルで、家庭の生ごみを減らしましょう。 

「家庭用電動生ごみ処理機」とは、家庭の生ごみを堆肥化できる 

ものです。 

生ごみの量が減り、処理後はにおいもなくなり肥料として活用 

できます。 

 

■補 助 対 象 ＝ 

次の要件に全て該当すること 

①町内に住所があり、引き続き居住すること ※法人を除く 

②家庭で使用するために、町内または都城市内の販売店から電動生ごみ 

処理機を購入する人 

※購入済みのものは対象外です 

※個人からの購入や、インターネットでの購入は補助の対象となりません。 

③電動生ごみ処理機購入費補助金を過去に一度も受けたことがない世帯 

※１世帯で２台以上購入しても補助対象となるのは１台のみです 

④町税の滞納がない人 

⑤処理機の使用状況などに関する調査に協力できる人 

⑥補助金の交付決定日から令和５年３月３１日（金）までに購入したもの 

 

■補 助 金 額 ＝ 

本体購入金額の半額（１００円未満は切り捨て）。 ただし、３万円が上限です。 

※補助対象となるのは処理機本体の購入費（税込）のみです。 

※取り付け費用・付属品代・配達料などは対象となりません。 

 

■受 付 期 間 ＝ 

令和５年２月２８日（火）まで 

※予定件数に達し次第、終了となりますので、ご了承ください。 
 
 
 
 
 
★お問い合わせは、 

環境水道課 環境保全係（２階 ④番窓口） 
☎：５２－９０８２（直通）にお願いします。 

 

■補助金手続きの流れ ＝ 

① 申請 ・・・ 

必要な書類 備   考 

補助金交付申請書 「補助金申請者」と「処理機の購入者」は同一人であること 

（補助金申請者本人の） 
滞納のない証明書 

町役場１階 ⑤番窓口 税務財政課で発行 
（手数料３００円） 

購入先の見積書 
（申請の日から 
３週間以上 
有効なもの） 

見積書には次の①～⑤が明記されている必要があります 
①購入者氏名 
※「補助金申請者」と同一氏名フルネーム  

②購入金額（税込）  
※処理機本体の購入費の記載があるもの 

③商品名 ※機種名や型番などが記載されていること 
④販売店名 
⑤販売店の住所 

 
② 決定通知 ・・・ 町役場から交付決定通知を郵送します。 
③ 購   入 ・・・ 補助金交付決定通知書の決定の日から３０日以内または、 

令和５年３月３１日（金）までのいずれか早い日までに販売店で 
購入してください。 

④ 実績報告・請求書提出 ・・・ 

必要な書類 備   考 

補助金交付請求書 
口座振込です。 
口座名義人は「補助金申請者」と同一であること。 

領収書の原本 
 ※コピーをとります。 

領収書には次の①～⑥が明記されている必要があります。 
①購入者氏名 ※フルネーム、「補助金申請者」と同一氏名 
②日付 ※記載の無いものは無効 
③購入金額（税込）  
※処理機本体の購入費（税込）の記載があるもの 

④商品名  
※機種名や型番などが記載されていること 

⑤販売店名 
⑥販売店の住所  
※クレジットなどで購入の場合は、その証明となるもの 
（お客様控えなど） 

メーカー保証書 
の原本 

 ※コピーをとります。 

販売店名が記載されているもの 

 

⑤ 確定通知 ・・・ 町役場から交付確定通知を郵送します。 

⑥ 交付（補助金の支払） ・・・ 補助金申請者の口座に補助金が振り込まれます。 

町公式サイトでも 

確認できます 
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◆家庭用パソコンを宅配便で回収します 

 

町では小型家電リサイクル法の認定事業者・リネットジャパン（株）と協定を締

結し、宅配便を利用した家庭用パソコンの回収サービスを行っています。 

利用方法は以下のとおりです。 

 

■利用方法 ＝ 

① リネットジャパン（株）公式サイト（httpｓ://www.renet.jp/）から回収を 

申し込む。（インターネットが使用できない人は、下のお問い合わせ先専用

窓口へご相談ください。） 

 

② 段ボール箱（３辺合計１４０㌢、２０㌔以内）に、不要になった家庭用パソコン

を入れる。 

・段ボール箱に入れば何点でも可。 

・プリンタ、スキャナーなどの周辺機器も一緒に梱包可。 

・データ消去ソフトも無料で利用できます。 

 

③ 希望日時に、宅配業者が段ボール箱に入れた家庭用パソコンを回収。 

※パソコン本体を含む回収は１箱分無料。 

２箱目以降とパソコン本体以外は１箱当たり１,６５０円（税込） 

 

 

※回収費用の支払い方法など、詳しくは、リネットジャパン（株）公式サイト 

（httpｓ://www.renet.jp/）を確認するか、 

問い合わせ専用窓口（☎：０５７０－０８５－８００）にお尋ねください。 

 

★お問い合わせは、 

環境水道課 環境保全係（２階 ④番窓口） 

☎：５２－９０８２（直通）にお願いします。 

◆高齢者運転免許証自主返納支援事業をご利用ください 

 

■事 業 内 容 ＝ 

運転に不安のある高齢者で運転免許証を自主的に返納した人に、地域コミ

ュニティバスの回数券を交付し、高齢者の交通事故の減少と公共交通の利用

拡大を図るものです。 

 

■補助対象者 ＝ 

①自主返納の日に満７０歳以上の人 

②町税などを滞納していない人 

 

■支 援 内 容 ＝ 

地域コミュニティバス「くいまーる」の回数券１２回分のバス利用券を１０冊交

付します。（１２０回分） 

 

■申 請 方 法 ＝ 

運転免許証を自主返納した日の翌日から起算して１年以内に、「町高齢者運

転免許証自主返納支援申請書」に運転免許の取消通知書などを添付して提出

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 

総務課 行政係（２階 ②番窓口） 

☎：５２－１１１２（直通） にお願いします。 

コミュニティバス「くいまーる」は、町内全域を走って

います。ぜひご利用ください♪ 
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◆人間ドック費用の一部を助成します 
 

※受付の方法を変更しています。 

密を避けるため、健康管理センターでの受付は行いません。 

 

３０歳～７０歳までで、５歳ごとの節目の人を対象に、人間ドック費用の一部を助成し

ます。受診希望者は、受診券を交付します。町公式サイトまたは電話でのご予約をお願

いします。 

 

■対 象 者  ＝ 節目年齢の人で、人間ドックの受診を希望する人。 

職場などでドックを受ける機会のない人。 

《 対象者の生年月日一覧 》 

年齢 生年月日 

３０歳 平成 ４年４月２日    ～ 平成 ５年４月１日  

３５歳 昭和６２年４月２日   ～ 昭和６３年４月１日  

４０歳 昭和５７年４月２日   ～ 昭和５８年４月１日  

４５歳 昭和５２年４月２日   ～ 昭和５３年４月１日  

５０歳 昭和４７年４月２日   ～ 昭和４８年４月１日  

５５歳 昭和４２年４月２日   ～ 昭和４３年４月１日  

６０歳 昭和３７年４月２日   ～ 昭和３８年４月１日  

６５歳 昭和３２年４月２日   ～ 昭和３３年４月１日  

７０歳 昭和２７年４月２日   ～ 昭和２８年４月１日  

 

■定 員 ＝ １５０人（定員になり次第、締め切ります） 

 

■予 約 の 流 れ ＝ 

   ①町公式サイトまたは電話で、「三股町人間ドック受診券」の申請を行う。 

   ②健康管理センターで内容確認後、「人間ドック受診券」と問診票セット（問診票と検

便容器）が住民票の住所に届く。（申請受付締め切り後、おおよそ１０日後） 

※今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、説明会を実施しません。「人間ド

ック受診券」と問診票セットが届いたら、内容をよくお読みください。ご不明な点が

ありましたら、健康管理センターへお問い合わせください。 

③「■実施医療機関一覧」から受診したい医療機関を選び、自分で希望の日時を事

前に予約する。 

④受診当日、「人間ドック受診券」と問診票セット、健康保険証を忘れずに、医療機関

へ持っていく。 
 

 

■申 請 受 付 期 間 ＝ 

町公式サイト：５月２０日（金）～６月３日（金）  

午前０時～２４時間(最終日は午後１１時５９分まで)  

 

電話：５月２０日（金）～６月３日（金） 午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く） 
 

■費 用 ＝ 人間ドック費用から助成額を差し引いた額が自己負担額です 

種    別 自己負担額 検査料(助成額) 

消化器検査で、 

胃内視鏡検査(胃カメラ)を選択 
7,500円 31,500(24,000)円 

胃部エックス線検査(バリウム)を選択 6,500円 27,500(21,000)円 

※人間ドック検査項目以外の検査、精密検査、オプション（追加）検査などの費用は個人

負担になります。 
 

■人 間 ドック実 施 期 間 ＝ 令和５年３月３１日まで 
 

■検査項目 ＝ 

（１）診察 （２）問診 (3)身体・血圧計測 (4)胸部Ｘ線検査 

(5)心電図検査 (6)腹部超音波検査 (7)消化器検査 (8)便潜血検査 

(9)血液検査 (10)検尿   

※オプション検査：ピロリ菌検査（血液検査又は呼気検査、尿検査） 

※助成を受けるには、(1)～(1０)の検査を全て受診することが必要です。 
 

■実施医療機関 ＝ 

 医療機関名 電話番号 

都城市 

共立医院 22－０２１３ 

三州病院 ２２－０２３０ 

藤元総合病院付属予防医療プラザ 

（旧：藤元総合病院付属総合健診センター） 
２２－７０１７ 

宮永病院 ２２－２０１５ 

メディカルシティ東部病院 ２２－２２４０ 

都城健康サービスセンター 36－8700 
 

■注意事項 ＝ 

・国民健康保険に加入している人が町の人間ドックを受ける場合、今年度の特定健診は

受けることができません。 

・胃がんリスク検診は、人間ドックの検査に胃がん検診が含まれているため、重複して受

けることができません。 
 

★お問い合わせは、健康管理センター ☎：５２－８４８１ にお願いします。 

保健と福祉（一般） 

町公式サイトは 

こちらから 
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◆「こころの健康相談」を実施します 

 

都城保健所では、地域の皆さんが精神科医師へ気軽に相談できる機会の提供

として、「こころの相談事業」を実施します。「精神科の病気かもしれないけど、病

院に行くのは抵抗がある」「専門の先生に相談してみたい」など、気になることがあ

りましたら、保健所にご相談ください。 

 

日 程 ５月１９日 (木) 

時 間 午後１時３０分～３時３０分 

場 所 都城保健所 （都城市上川東３－１４－３） 

対 象 

保健師が事前に相談を受け、医師の相談が必要だと判断され

た人。 

家族や関係者からの相談も受け付けます。 

相談内容 

(１)ひきこもり、不眠、抑うつ、過食・拒食、リストカットなど 

(２)精神科の病気、心の健康に関する問題など精神保健一般

に関すること 

(３)アルコール依存、薬物問題やその他の依存に関すること 

相談体制 

予約制  

※１日の相談は３人まで 

※事前に保健所保健師（疾病対策担当）までご相談ください 

料 金 無料 

 

 

 

★お申し込み・お問い合わせは、 

都城保健所 健康づくり課 

☎：２３－４５０４  

にお願いします。 

◆「おもちゃ病院三股」を開設します 

 

 

★お問い合わせは、 

代表：横山健一  ☎：５１－０２４１ または、 

増田親忠  携帯：０９０－１９２６－８７８３ にお願いします。 

 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 

町社会福祉協議会では、生活上のあらゆる問題について相談を受け付けてい

ます。 

また、電話での相談も行っていますので、気軽にご相談ください。 

 

■相 談 日 ＝ 毎週月曜・水曜・金曜   

※祭日は除く 

■時 間 ＝ 午前９時～午後５時  

■場 所 ＝ 町総合福祉センター「元気の杜」 

 

★お問い合わせは、町社会福祉協議会  

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

期  日 ５月２１日（土）  毎月第３土曜日  

時  間 
開  院 ： 午後１時～５時ごろ 

※受け付けは午後３時までにお願いします。 

場  所 町総合福祉センター「元気の杜」 

注意事項 

・おもちゃ病院三股は、おもちゃを無償で修理します （一部、

材料費などが掛かることがあります）。ただし、破損がひどい

物、欠品がある物については、修理できない場合があります。

現物を見て判断しますので、ご了承ください。 

・ＡＣ電源で作動させる電化製品・コンピューター製品、人を傷

つける恐れがある物、水に浮く物（浮輪・ボートなど）は修理対

象外です。 

相 談 
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